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…世界の平均気温は既に１℃上がっています



年次報告書について

京都市では，「京都市地球温暖化対策条例」の第９条に定める

年次報告書を公表しています。

＜京都市地球温暖化対策条例 第９条＞

市長は，毎年，次に掲げる事項を記載した報告書を作成し，

これを公表しなければならない。

(1) 本市の区域内における温室効果ガスの総排出量

(2) 地球温暖化の防止のために講じた施策の実施状況及びその評価
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IPCC第49回総会

京都市における気候変動の影響（市内の気温変化）
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京都では，都市化の影響も加わり，
100年で気温が約2℃上昇

：各年の値

：長期平均傾向
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京都市における気候変動の影響（市内の気温変化）

年間熱帯夜（夜間最低気温25℃以上）日数 年間猛暑日（日最高気温35℃以上）日数

50年で18日増加

年間冬日（日最低気温0℃未満）日数

50年で5.5日増加

50年で37.5日減少

棒グラフ：各年の値
折れ線：５年移動平均
直線：長期変化傾向
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京都市における気候変動の影響（災害の頻発）

３

大雨による土砂崩れ

記録的な大雪



京都市における気候変動の影響（農業・林業，自然生態系）

豪雨により枯れたと考えられるシロナ

４

ニホンジカの増加



地球温暖化対策に関する国内外の動向①

1997年 COP３・京都議定書誕生，市地球温暖化対策計画 策定

2004年 市地球温暖化対策条例 制定（全国初!）

2009年 環境モデル都市 選定

2010年 条例全部改正

2011年 地球温暖化対策計画〈2011-2020〉 策定

2015年 COP21・パリ協定 低炭素から脱炭素へ

2017年 京都議定書誕生20周年

「持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言」

地球温暖化対策計画〈2011-2020〉改定

2019年 IPCC総会京都市開催「IPCC京都ガイドライン」，

「1.5℃を目指す京都アピール」

全国に先駆けて「2050年CO2排出量正味ゼロ」表明

2020年 国「2050年温室効果ガス排出量正味ゼロ」表明

条例改正「2050年ゼロ」目標の明記
５

IPCC第49回総会

COP3



地球温暖化対策に関する国内外の動向②

2021年

3月 脱石炭連盟 加盟（日本初!）

地球温暖化対策計画〈2021-2030〉 策定

4月 国「2030年度までに46％削減，さらに50％にも挑戦」表明

5月 改正温暖化対策法成立

6月 国「地域脱炭素ロードマップ」公表

「脱炭素先行地域」の創出へ

8月 IPCC第6次報告書

人間活動による地球温暖化「疑う余地がない」

9月 市「2030年度までに46％削減」表明

10月 国「地球温暖化対策計画」改定

11月 COP26「グラスゴー気候合意」

平均気温の上昇を1.5度に抑える努力の追求を決意

６



主な実績－温室効果ガス排出量

・2019年度は622.0万トン，７年連続で減少

・2019年度は2013年度比で，20.7%減少
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削減目標排出量のピーク
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主な実績－エネルギー消費量①

・2019年度は73,918TJとなり，前年度比1.7%減少

・ピーク時1997比で，29.1%減少
TJ TJ

年度
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主な実績－エネルギー消費量②

９

＜部門別のエネルギー消費量の主な増減要因＞

部 門

2019年度エネルギー
消費量（TJ）

（ ）内は2013年度比

2013年度からの主な増減要因
（：増加要因，：減少要因，＿は最新値）

※ 年度の記載がない実績値は，2013年度⇒2019年度の数値

産業部門
製造業，鉱業，
建設業，農林業

9,790
（▲11.1%）

 製造品出荷額当たりのエネルギー消費量の減少
54.7 ⇒ 38.1MJ※1/万円（2018年度）【▲30.3%】

 エネルギー消費量に占める電気・都市ガス以外の燃料等の割合の低下
16.3 ⇒ 15.5%【▲0.8ポイント】

運輸部門
自動車・鉄道

21,702
（＋1.7%）

 新車（ガソリン車）の販売平均燃費の向上
21.3 ⇒ 22.6km/L（2018年度）【＋6.1%】

 公共交通の優先利用による自動車分担率の低下
23.3 ⇒ 22.3% 【▲1.0ポイント】

 ガソリン消費量の増加
33.6 ⇒ 35.5万kL【＋5.7%】

 軽油消費量の増加
16.3 ⇒ 16.8万kL【＋3.0%】

 LPG（液化石油ガス）消費量の減少
3.7 ⇒ 2.8万t【▲24.5%】

家庭部門
ただし，自動車

の利用を除く。

21,309
（▲3.6%）

 世帯当たりのエネルギー消費量の減少
31,896 ⇒ 29,141MJ/世帯【▲8.6%】

 世帯数の増加
69.3 ⇒ 72.7万世帯【＋4.8%】

業務部門
商業施設，オフィス，
大学，ホテル など

20,630
（▲14.8%）

 課税床面積当たりのエネルギー消費量の減少
1,546 ⇒ 1,294MJ/m2【▲16.3%】

 店舗や事務所等の課税床面積の増加
1,565 ⇒ 1,630万m2【＋4.2%】



主な実績－京都市で受け入れたごみ量

【市民1人1日当たりの家庭ごみ量】
京都市 ：404 g（2020年度）
政令市平均 ：556 g（2019年度）

（万トン）
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ごみ処理コストも144億円削減

367億円（2002年度ピーク時）→ 224億円（2019年度）

ごみ処理施設（クリーンセンター）数も削減 ５→３施設

温室効果ガス排出量も15万トン削減

27万トン（2000年ピーク時）→ 12万トン（2019年度）

目標達成！

△53％

ピーク
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条例の改正と計画の策定

2020年12月 「京都市地球温暖化対策条例」改正

・2050年までの脱炭素社会を目指すことを明記
・2030年度までに2013年度比で40％以上削減を中間目標に

2021年3月 「京都市地球温暖化対策計画〈2021-2030〉」策定

2019年5月 「2050年二酸化炭素排出量正味ゼロ」を目指す決意

COP３ 京都議定書（1997年）
・2008年から2012年の温室効果ガス排出量の削減について目標を設定

COP21 パリ協定（2015年）
・2020年からの新たな対策の世界的枠組み
・産業革命以前に比べ2℃未満できれば1.5℃以下に

・2050年前後に二酸化炭素排出量を正味ゼロにする必要がある。

全国の自治体に
先駆けて宣言！

・脱炭素社会を実現するため，大変重要となる今後10年間の具体的な地球温暖化対策の実行計画

このためには…

2021年9月に46％削減を
目指すことを表明！



京都市地球温暖化対策条例の概要

■事業活動，日常生活でCO2排出量正味ゼロが達成できる社会経済システムの転換を図る

■あらゆる主体が自主的・積極的に取り組み，オール京都で対策を推進

■地域課題を解決し，豊かな社会の形成や経済発展に貢献する地球温暖化対策を推進

■温室効果ガスの排出の抑制，吸収作用の保全・強化を図る施策【緩和策】

■気候変動の影響による被害の防止，軽減を図る施策【適応策】

令和2年12月に条例を改正 愛称「2050京（きょう）からCO2ゼロ条例」

■2050年CO2排出量正味ゼロの達成と生活の質の向上や持続可能な経済発展が同時に
実現された「脱炭素社会」を目指す

■2030年度までに温室効果ガス排出量を40％以上削減（2013年度比）

温
暖
化

対
策
の

定
義

削
減
目
標

基
本
理
念

令和３年９月に，市長から
４６％を目指すことを表明！
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※下線部は改正により新規充実，強化したもの



京都市地球温暖化対策条例の概要

各
主
体
の
責
務

義
務
規
定

■自主的かつ積極的な地球温暖化対策の実施
■他の者の地球温暖化対策の促進に寄与

■本市への情報提供
■再生可能エネルギーの利用の拡大に資する取組

■総合的な地球温暖化対策の策定・実施
■あらゆる主体の参加促進，意見の反映並びに

教育研究機関や国，国内外の自治体との連携
■あらゆる主体の自主的かつ積極的な取組を促進

するための機運の醸成と必要な措置の実施
■本市の事務事業における地球温暖化対策の推進

■地球温暖化対策の実施
■市，事業者，市民などへの取組への協力

事業者・市民

エネルギー供給事業者

観光旅行者その他の滞在者

京都市

特定排出機器販売者

自動車販売事業者

特定・準特定事業者

特定・準特定建築物

建築士

特定緑化建築物

■特定排出機器のエネルギー効率等の表示と説明

■新車購入者への自動車環境情報の説明 ■エコカー販売実績報告

■排出量削減計画書 ■エネルギー等消費量報告書など ※詳細はp14，15

■排出量削減計画書 ■再エネ利用設備の設置など

■再エネ利用設備に関する環境面などのメリットの説明

■建築物及び敷地の緑化，緑化計画書の作成

※詳細はp16
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大規模排出事業者（特定事業者）とした取組

・エネルギー消費量原油換算1,500kL以上の事業者
・トラック，バス100台以上，タクシー150台以上，

鉄道150両以上所有の運送事業者
・温室効果ガス排出量3,000トン（CO2換算）以上の事業者

大規模排出事業者 市

総合評価，指導・助言
優良事業者の表彰

計画書，報告書の提出■３年間の計画書と毎年度の報告書を作成・提出
■市は計画書・報告書を評価し，その結果を公表

・部門別に設定している目標削減率の引き上げ

※ 運輸：１％→２％

産業：２％→４％

業務：３％→６％

・再エネ電気の利用を評価対象とするなど，

多様な取組を引き出す仕組みへ強化

大規模排出事業者（特定事業者）

■新車購入時にエコカー（本市設定の燃費基準等を
満たす自動車）を導入

■主たる事業所等に環境マネジメントシステムを導入し，
当該システムにおいて決定した目標を達成するための
取組を推進

事業者排出量削減計画制度

エコカー導入 環境マネジメントシステム導入

14

135者
（R2年度）

※導入基準を1/2→2/3に引き上げ



中規模排出事業者（準特定事業者）を対象とした取組

■毎年度，年間のエネルギー消費量等を報告

■報告内容に基づき，省エネにつながる情報等のフィードバックを実施

＜事業者＞
エネルギー消費量や取組の報告

・自らの状況の見える化

省エネ行動，省エ
ネ設備・機器への
更新など自発的な
省エネ行動の誘導

＜市＞
・同種事業所のエネルギー

消費量の提示

・取組事例の提示

・省エネに係る簡易な取組や

支援情報の周知

<事業者＞

・周囲と比べた

立ち位置を認識

・取組開始までの
ハードルの低下

報告

フィード
バック

～エネルギー消費量等報告制度のイメージ～

・1,000㎡以上の事業用建築物の所有者中規模排出事業者（準特定事業者）

エネルギー消費量等の報告制度

15
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建築物等を対象とした取組

再エネ利用設備の設置

再エネ導入に係る説明義務

建築士が，建築主に対して再エネ利用設備の
導入によるメリットや設置可能な容量等を説明

地域産木材の利用

一定量以上の地域産木材の
利用義務。建築物本体＋敷地特定建築物

延床面積2,000㎡以上の新築又は
増築される建物

準特定建築物
延床面積300㎡以上2,000㎡未満

の新築又は増築される建物

定量（一律3万MJ）
➡従量（6万～45万MJ）

建築士

CASBEE京都に基づく評価

再エネ利用設備の設置

一律定量（一律3万MJ）（2022～）

建築物環境配慮性能の評価，
結果の表示

建築物排出量削減計画書

建築物排出量削減計画書の
作成，提出

特定緑化建築物
敷地面積1,000㎡の

新築等の建築物

建築物及び敷地の緑化，
緑化計画書の作成

16
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地球温暖化対策計画〈2021-2030〉の概要

＜2050年の京都市の京都が目指す社会像＞

自然との共生の中で育んできた生活文化や知恵，新たな技術を融合し，脱炭素が，生活の質の向上，
持続的な経済発展と共に実現されている「将来世代が夢を描ける豊かな京都」

＜取組の基本的な考え方＞

・あらゆる主体と危機感と目指す社会像を共有することで機運を醸成し，オール京都で取組を推進
・社会・経済的な課題との同時解決を図る，京都の将来を豊かにする温暖化対策を展開
・最新の知見を収集し，新たな技術や制度の導入するなど対策を常に進化
・京都が脱炭素化をリードすべく取組等の国際的な発信・共有の強化のため，国や国内外自治体と連携

条例に長期目標として明記した「2050年二酸化炭素排出量正味ゼロ」となる
脱炭素社会の実現に向けて大変重要となる「行動の10年」の実行計画として策定

京都市域からの温室効果ガス排出量を「2030年までに2013年度比で40％以上削減」
※令和3年9月に国の動向等を踏まえ，2030年度までに46％削減を目指すことを表明。

＜計画の位置づけ＞

＜削減目標＞

17



取組の進め方の全体像

・ライフスタイル，ビジネス，エネルギー，モビリティの４つの分野の転換
・行動につながる情報の発信・共有，イノベーションの促進，SDGsの推進，グリーンリカバリーの実現と

いった視点を踏まえつつ，省エネの加速と再エネの拡大を図る。
・「正味ゼロ」の達成に不可欠な森林等の吸収源対策に取り組む。
・これら緩和策と気候変動の影響を軽減するための適応策を車の両輪として進める。

18



1 「京都版・脱炭素型ライフスタイル」の普及・定着

・ ライフスタイル像構築と共有のための仕組みの創設
・ 地域コミュニティとの協働による実践
・ 全ての人が主体となった行動の促進

2 エシカル消費の推進

・ 消費行動の転換(ごみ減量)
・ 地産地消や京の食文化の推進
・ 新たな消費スタイルの普及

3 住まいと家電等の省エネ化と再エネ導入で進める暮らしの質の向上

・ ＺＥＨなど環境性能の高い新築住宅の普及
・ 既存住宅，マンション等の省エネ化の推進
・ 家電や住宅設備の省エネ化の推進

4 脱炭素型ライフスタイルへの転換を支える担い手の育成

・ ライフステージに応じた環境学習等の充実
・ 地域で環境活動に取り組む人材の育成

5 2050年に向けたイノベーション～ライフスタイル編～

・ 意識や行動の変革に向けた新たな仕組み等の研究

ライフスタイルの転換

エシカル消費

町家の特徴を生かした京都ら
しい省エネ住宅，ZEHなど

19



ビジネスの転換

6 事業活動における更なる対策の推進

・ 大規排出事業者の取組の更なる推進
・ 中小事業者の自主的な削減取組促進や支援の充実
・ フロンの排出抑制の推進

7 環境と経済の好循環を生み出す仕組みづくり

・ 環境に配慮したビジネススタイルや働き方への転換の促進
・ グリーンファイナンスの推進
・ 持続可能な観光の促進

8 2050年に向けたイノベーション～ビジネス編～

・ 産学公の連携による新技術等の研究開発や新たなビジネスの創出

CO2排出正味
ゼロのビルなど

イノベーション

仕事のデジタル化

場所や時間に
とらわれない働き方
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エネルギーの転換

9 市内の再エネの最大活用
・ 太陽光パネル等の導入促進
・ バイオマス・小水力などの地域資源の活用
・ 条例に基づく再エネ設備の導入促進

10 再エネ電気の利用促進

・ 需要側の選択を促進する仕組みづくり
・ 他地域との連携による供給体制の構築

11 エネルギー供給事業者による再エネ供給の促進

・ 電力会社や国への要望・提案の実施
・ 再エネ供給事業の支援

12 2050年に向けたイノベーション～エネルギー編～

・ 分散型のエネルギーシステムの構築に向けた調査・研究
再エネ100％

電力プランを選択

太陽光パネルを設置して必要なエネルギーを調達

EVで充放電

21



モビリティの転換

13 公共交通優先のまちづくりの推進

・ 公共交通の利便性向上と利用促進
・ 歩いて楽しいまちづくりとライフスタイルの促進
・ 自転車の多様な場面での活用等

15 自動車利用意識の転換

・ エコドライブの普及促進と実践
・ シェアリングの推進
・ 物流の効率化の推進

14 EVをはじめとする

次世代自動車の普及

・ 多面的な機能の発信等による普及促進
・ 利用環境の整備
・ 都市交通の脱炭素化に向けた研究

化石燃料による自動車に
依存しないまち

16 2050年に向けたイノベーション
～モビリティ編～

・ 新技術・新概念を踏まえた移動
サービスの実現に向けた研究の推進
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森林・農地の吸収源対策

17 森林整備の推進

・ 適切な保全と担い手の育成
・ 多様な産業との連携の仕組みの構築

18 農業・農村の維持・発展

・ 農地の多面的な機能の維持
・ 環境に配慮した農業の推進
・ 多様な産業との連携の仕組みの構築 森林・農地が適正に利用され，CO2吸収・固定源として機能しているまち

雨水の地下浸透による災害に強いまち

19 緑地の保全

・ 緑のネットワークを形成する緑地の保全

20 地産地消の推進

・ 市内農産物・木材の需要の拡大
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自然災害
・ハザードマップ

・河川改修
・太陽光発電設備等活用の

仕組みづくり など

健康・都市生活
・熱中症等の予防啓発
・ヒートアイランド現象緩和
・地下空間の浸水対策

など

水環境・水資源
・地下水質，河川水質の調査

・市街地の雨水浸透の推進
・水辺等の保全，創出

など

農業・林業
・農林業影響リスク評価
・災害に強い森づくり
・る農林水産物への影響への

対応 など

自然生態系
・モニタリング結果等の収集
・重点保全地域の保全強化
・生物多様性保全のネット

ワーク形成 など

1 2

3 4

5 文化・観光・地場産業
・他の5分野に関連する影響

の情報収集，分析，評価
・歴史的資産周辺の景観の

保護 など

気候変動による影響が懸念される次の6分野について対策の充実を図る。

適応策

24
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20３０年の
目標・指標

20３０年の
アクションリスト

①消費行動 ②住まい ③つながり

推進
チームボトルネック解決・

行動起爆剤の

視点
市
民

共有

提案，参画，
実践テーマ別

WG
PJ PJ PJ PJ PJ PJ

2050年の脱炭素ライフスタイル
ビジョン

プロジェクト

25

主な取組－京都発脱炭素ライフスタイル推進チーム

市民のライフスタイルを脱炭素型のものに転換していくために，
若者をはじめとする市民，事業者，学識者等で構成する
「京都発脱炭素ライフスタイル推進チーム～京創ミーティング～」
を令和3年9月に立ち上げ。

現在，2050年のライフスタイルのビジョンや2030年の目標，生
活の中で実践していただきたいアクション，それを促進するための
仕掛けをつくるプロジェクトについて議論中。



主な取組－「京（きょう）から広げるゼロの輪」

・「2050年ゼロ」に向けて，行動の輪を広げていくための
「2050京（きょう）からCO2ゼロ条例」の賛同運動

・条例の理念にご賛同いただける事業者，団体等を募り，様々な取組を
進めることで，脱炭素社会の構築に挑戦する機運を醸成

・ご賛同いただいた事業者様等の名前を本市のホームページで発信。

＜条例の理念＞
・2050年二酸化炭素排出量正味ゼロ
・将来の世代が夢を描ける豊かな京都 など

御賛同いただいた

事業者等の

情報発信に活用！

賛同数 177（令和4年3月28日時点）
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主な取組－賛同事業者の取組事例紹介

27

・「2050京（きょう）からCO2ゼロ条例」賛同者の取組事例（20例）を
まとめた電子冊子を作成し，本市ホームページで公開



主な取組－中小事業者省エネモデル普及拡大事業

28

省エネモデル普及拡大事業

■事業概要

中小事業者で構成される各事業者団体と

連携し，業種ごとに効果的な省エネ対策に

関するモデルを構築し，事業者団体内で

横展開を図る。

■対象者

中小事業者・法人等が所属する事業者団体

■業務内容

・省エネに繋がるモデル構築に向けた事業所選定，

省エネ診断，効果検証等

・構築した省エネモデルの普及拡大に向けた活動

中小事業者

組合等の
代表者

組合等の
事業所

組合等の中の
京都市内の事業所で
省エネモデル構築

省エネモデルのノウ
ハウを他の市内組合

員等へ普及拡大

R3年度：医院，食品工場，幼稚園の３つの事業者団体で実施

←↑省エネ診断



主な取組－再生可能エネルギーの利用促進

「EE電（エコロジー＆エコノミー）」と題して再エネ電力のグループ購入を実施

• 再エネ電気100％かつ福島県産（会津若松市内で発電された）
再エネ電気が35％以上含まれた再エネ電気を活用

• 参加登録 849世帯
• 約10.0%価格低減

第３回（参加募集期間：R3.9～R4.2）

• 参加登録 463世帯
• 約9.2％価格低減

第1回（参加募集期間：R2.10～R3.1）

• 参加登録 852世帯
• 約11.1％価格低減

第2回（参加募集期間：R3.2～5）

再エネ電気を供給する電力会社やメニューの情報発信

• 再エネ電気を使うことの重要性を説明
• 京都市内で利用できる「再エネ電気プラン」を紹介

再エネ電気グループ購入

再エネ電気プラットフォーム

R3.6京都市ＨＰ内
にウェブページ開設
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主な取組－太陽光発電設備等の導入促進

太陽光パネルなどの共同購入を実施

・参加登録者が増えれば増えるほどおトクな価格に

✓ 蓄電池単独購入
✓ 陸屋根

第2回グループ購入（参加募集期間：R3.4～8）

参加登録：485世帯，太陽光パネル約27％価格低減

第1回グループ購入（参加募集期間：R2.5～8）

参加登録：714世帯

対象拡大！

施設所有者と0円ソーラー事業者のマッチングを支援

・安心して利用できる要件を満たしたプランを紹介

登録プラン数：事業用プラン22プラン，

住宅用プラン19プラン（R3.2末現在）

・相談窓口を設置し，施設の状況（築年数，構造，

消費電力量等）に応じたプランの利用検討の支援

太陽光発電設備グループ購入 京都０円ソーラープラットフォーム

事業者

住宅

0円ソーラー
事業者

30

対象拡大！



主な取組－次世代自動車の普及

二輪車ＥＶバッテリーシェアリング再エネ１００％イルミネーション，ライトアップ

平安女学院大学
岩戸落葉神社

太陽光で作った再エネ電気を
車に充電して給電

平安女学院大学で
イルミネーション，
岩戸落葉神社（小
野郷）でライト
アップを実施

バイクの
電動化を推進

電動バイクのバッテリーを
ユーザー間で融通

シェアリングの輪を地域全体へ
31



主な取組－国際連携

32

『都市間連携』～EU-IURCプロジェクトへの参加～

EU主催の国際都市地域間協力プロジェクト
に参加し，チェコ・プラハ市（姉妹都市）
とペアを組み，2050年ゼロ達成に向けた
気候変動対策を中心に交流を開始。

『国際評価』～「CDP Cities 2021」で最高評価獲得！～

気候変動対策の分野でリーダーシップを発揮していること等が
評価され，国際的な環境非営利団体CDPが行う都市の気候変動
対策に関する調査「CDP Cities」で最高評価のA評価を獲得。

『国際発信』～国際会議への登壇～

COP26を始めとする様々な国際会議に登壇し，
京都市の成功事例を共有するとともに，対策の
更なる必要性や都市間連携の重要性についての
呼びかけを実施。

チェコ・プラハ市

英国自治体ネットワーク
UK100主催イベントに登壇

日本政府主催イベントに登壇

COP26での
京都市の活動

日欧産業協力センター
主催イベントに登壇



・環境負荷を軽減しながら，生産性や付加価値を
高める環境保全型農業の実証を支援

・化学合成農薬・化学肥料の使用量を５割削減する
取組やその際に生じる収量減少や労働力増加等を
解決し得るアイデアを募集し，３事業者の提案を採択

主な取組－環境保全型農業実証事業 Green-Agri Challenge KYOTO 2021

33

株式会社カルテック
実証品目：いちご・トマト・ねぎ・みず菜

連携農家：３戸 実証面積：6.9a

国土防災技術株式会社
実証品目：すぐき菜・ねぎ・花菜
連携農家：３戸 実証面積19.3a

嵯峨地域農場づくり協議会
実証品目：水稲

連携農家14戸 実証面積220a

土壌中に不足しがちなカルシウムや発酵資材な
どを投入し，微生物を活性化させ，根がしっか
りした病気などに強い農作物を育成

土壌への散布により，肥料吸収の効率化や
土壌の団粒化促進等の効果が期待できる高
濃度フルボ酸植物活性剤を使用

水稲栽培における竹チップの発酵たい
肥，象糞たい肥などの使用により，化
学合成農薬・化学肥料を削減

「環境×農業」
の新しい都市型
農業の構築

＜令和３年度実証事業者＞



主な取組－「京都気候変動適応センター」の設置

事業者

コーディネート機能

研究教育機能

情報基盤機能 （基本機能）

府市の産業
支援機関等

気候変動影響等の情報収集，分析など

大学や研究機関と連携した，京都
における気候変動の影響と適応に
関する最新の知見の集約

府市の産業関係機関等と連携した，
適応策の自立的な普及に向けた適
応ビジネス創出支援

連
携

大学
研究機関

連
携

成果を施策，府市民，
事業者等へ還元

国センター

（国立環境
研究所）

・情報提供
・京都の情報
の共有

府市民
事業者

府市

啓発

技術的助言

事例・情報

の収集

ビジネスに
つながる
情報交換等

＋

情報の利用

・提供等

イクレイ，
IGES等

センターの機能のイメージ
３者の連携で設置
（令和3年7月14日）
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主な取組－「京都気候変動適応センター」情報収集①

文化・伝統・観光

農林水産業

自然生態系

暑熱

庭園・借景

観光客

京の食文化

茶道・華道
などの文化

・屋外観光の
環境悪化？

・材料の品質低下？
・旬の変化？

・食材の質低下？
・旬の変化？

・苔の減少？
・構成樹種の変化？

・材料への影響？

＜情報収集の全体像＞

・作業環境
の悪化？

（供給側） （利用側）

高等学校

行政研究
機関等

農業高校

環境団体等
文化人等

寺社等

観光関連団体

観光関連団体

行政研究機関等

環境団体等

35

京都における適応策の推進に向け，現在生じている気候変動影響を把握する
た め，令和3年度は，京都の農林水産業や自然生態系，暑熱，文化などへの
影響について，幅広く情報収集・分析を行った。



主な取組－「京都気候変動適応センター」情報収集②

36

冬期のシカ等による
自然植生への食害

温暖化による
積雪の減少

森林荒廃に伴う
森林生態系劣化

森林及び土壌の
弱体化

温暖化に伴う
豪雨の増加

倒木・土砂災害等の
自然災害の誘発

作物種 影響

稲作

・高温による登熟不良
・台風や暴風による稲の倒れ・傷み
・暑熱による作業への影響
・病害虫の増加

茶業 ・凍霜害の頻発 ・日焼け ・病害虫の増加

京野菜・
果樹

・日焼け，結実不良，着色不良
・病害虫の増加
・ハウス栽培に伴う風水害増加と作業の過酷化

①温暖化による農業への影響の顕在化：稲作，茶，京野菜

分野 影響

庭園・
観光

・サクラの開花時期・紅葉時期の変化による影響
・獣害・大雨による影響

食文化・
華道

・歴史の中で培われた材料調達網等により影響を
回避できる一方，全国の温暖化影響を受ける

②京都の文化・観光への影響

③温暖化・極端気象（豪雨，台風等）と自然災害，
獣害，森林生態系劣化の連鎖的関係の可能性

＜情報収集結果（一例）＞



「2050ゼロ」に向けて，事業者の皆様の取組強化に向けた気運の醸成や，事業活動に伴う温室効果ガス
削減策のため，京都府内に事業所等がある事業者を対象に京都府とともにアンケートを実施

主な取組－脱炭素に向けた事業者の取組アンケート調査

37

＜主な結果（抜粋）＞

【設問】自社の温室効果ガス排出量について

把握・公表しているか。

【設問】自社の温室効果ガス排出量の削減
目標について，設定・公表しているか。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大企業

中小企業等

把握し，公表している。

把握しているが，公表していない。

把握していない。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大企業

中小企業等

削減目標を設定し，公表している。

削減目標を設定しているが，公表していない。

削減目標の設定を検討している。

・事業者の規模に
よって，大きな差

・中小企業等では，
大企業に比べて低い。

【設問】取引先から温室効果ガスの削減や目標設定を求められたことがあるか。

0% 20% 40% 60% 80%100%

大企業

中小企業等

求められたことがある。

0% 20% 40% 60% 80%100%

産業部門

運輸部門

業務部門

産業部門のうち製造業では約３割の企業が
既に取引先から削減要求を受けており，
大企業に加え，中小企業等にも及んでいる。



「京都市役所CO2削減率先実行計画<2021-2030>」を策定

主な取組－「京都市役所ＣＯ２削減率先実行計画<2021‐2030>」の策定

38

＜計画期間＞
2021（令和３）～2030（令和12）年度の10年間

＜対象＞
本市の事務事業により排出される温室効果ガス

＜目標＞
2030年度までに，46％削減（2013年度比）

基本施策１ 最大級の省エネルギー

重点取組 10項目

基本施策２ 再生可能エネルギーの飛躍的な導入拡大

重点取組 ４項目

基本施策３ 職員の行動変容を通じた温暖化対策の推進

重点取組 ６項目



主な取組－区役所・支所の照明設備LED化

39

■京都市の全ての区役所・支所・出張所について，照明設備のLED化を実施
（既にLED化済の施設を除く，27施設）

■「簡易型ESCO事業（※）」として実施することにより，事業者の負担を大幅
に軽減することで，一般的な公共事業と比較して費用の削減を実現している。

■LED化により，電力使用量だけでなく，ランプの交換頻度も下げられることで
大きな財政効果が得られる。

※本市職員が事前に調査を行うことで，事業者による省エネ効果の計測，検証の一部を省略する手法

＜令和３年度取組＞

（効果）
施設全体の電力使用量：約20％削減（照明部分に限った場合：約60％削減）

本市の財政効果（見積り）：15年間で約2億3000万円

令和３年度の取組をパイロットケースとして，今後，全庁的にLED化を
図っていく。

CO2と本市の
支出の両方を削減


